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「
日
米
核
密
約
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
本
年
三
月
九
日
、
日
米
間
の
密
約
問
題
に
関
す
る
「
有
識
者
委
員
会
報
告
書
」
を
発
表
し
た
。
「
報
告
書
」
の
最

大
の
問
題
点
は
、
一
九
六
〇
年
一
月
六
日
に
日
米
間
で
合
意
さ
れ
た
「
討
論
記
録
」
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
、
こ
れ
を
核
持
ち

込
み
の
密
約

核
兵
器
を
搭
載
し
た
米
艦
船
・
航
空
機
が
、
事
前
協
議
な
し
に
日
本
へ
寄
港
・
飛
来
す
る
こ
と
を
認
め
た
秘

密
の
合
意
で
あ
る
こ
と
を
、
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
わ
が
党
は
、
こ
う
し
た
主
張
は
、
「
討
論
記
録
」
そ
の
も
の
が
核

持
ち
込
み
密
約
で
あ
る
こ
と
は
文
書
の
う
え
か
ら
も
疑
い
な
い
こ
と
、
日
米
政
府
間
に
「
討
論
記
録
」
に
つ
い
て
共
通
の
理
解

が
あ
っ
た
こ
と
も
米
側
の
一
連
の
文
書
で
疑
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
、
成
り
立
た
な
い
と
考
え
る
。

そ
の
う
え
で
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

政
府
は
、
「
討
論
記
録
」
が
、
日
米
間
の
公
式
の
合
意
文
書
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
か

イ

「
討
論
記
録
」
は
、
「
岸
・
ハ
ー
タ
ー
交
換
公
文
」
と
し
て
公
表
さ
れ
た
第
�
節
と
、
「
交
換
公
文
」
の
解
釈
に
つ
い

て
の
了
解
事
項
が
記
載
さ
れ
た
非
公
表
（
秘
密
）
の
第
�
節
か
ら
な
っ
て
お
り
、
第
�
節
の
冒
頭
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

明
記
さ
れ
て
い
る
。
「
同
交
換
公
文
は
、
以
下
の
諸
点
を
考
慮
に
入
れ
、
か
つ
了
解
し
て
作
成
さ
れ
た
」
。

ロ

さ
ら
に
、
一
九
六
〇
年
一
月
六
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
大
使
が
ハ
ー
タ
ー
国
務
長
官
に
送
っ
た
電
報
に
は
、
次
の
よ

一



う
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
「
藤
山
氏
と
私
は
本
日
、
以
下
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
二
つ
の
英
文
の
原
本
に
頭
文
字
署
名

し
、
取
り
交
わ
し
た
。
●
協
議
方
式
に
関
す
る
討
論
記
録
（
二
つ
の
原
本
は
『
秘
』
指
定
さ
れ
、
日
本
が
保
持
す
る
複
写

は
後
で
『
極
秘
』
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
」
（
以
下
略
）
。

な
お
、
米
国
側
は
、
「
討
論
記
録
」
を
、
日
米
安
保
条
約
を
構
成
す
る
文
書
の
一
つ
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
一
九
六
〇
年

一
月
七
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
大
使
が
ハ
ー
タ
ー
国
務
長
官
に
送
っ
た
電
報
で
は
、
「
条
約
を
構
成
す
る
文
書
群
」
の
一

つ
に
「
藤
山
と
私
が
一
月
六
日
に
頭
文
字
署
名
し
た
」
「
討
論
記
録
」
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
六
〇
年
一
月
九

日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
大
使
が
ハ
ー
タ
ー
国
務
長
官
に
送
っ
た
電
報
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
承
知
し
て
い
る
条
約
文
書
の

全
リ
ス
ト
」
と
し
て
、
一
七
の
文
書
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
文
書
の
一
つ
と
し
て
「
協
議
方
式
に
関
す
る
討
論
記
録
」
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。

日
米
両
政
府
間
で
「
了
解
し
て
作
成
さ
れ
」
、
日
米
両
政
府
の
代
表
が
頭
文
字
署
名
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
を
秘
密
文
書
と

し
て
取
り
扱
う
確
認
を
お
こ
な
っ
た

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
「
討
論
記
録
」
が
、
日
米
両
政
府
間
の
公
式
の
合
意
文
書
で

あ
る
こ
と
を
、
疑
問
の
余
地
な
く
示
し
て
い
る
。

政
府
は
、
「
討
論
記
録
」
が
日
米
両
政
府
間
の
公
式
の
合
意
文
書
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
か
。
そ
れ
を
否
定
す
る
の
で
あ

二



れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。

二

一
九
九
四
年
以
後
も
、
核
搭
載
能
力
を
維
持
し
た
原
子
力
潜
水
艦
が
寄
港
し
て
い
る
可
能
性
を
認
め
る
か

「
有
識
者
委
員
会
報
告
書
」
で
は
、
米
国
政
府
は
、
「
討
論
記
録
」
に
基
づ
い
て
、
核
搭
載
艦
船
の
日
本
寄
港
は
事
前
協

議
の
対
象
外
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
「
報
告
書
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
も
、
米
国
は
、
核

搭
載
艦
船
の
寄
港
を
事
前
協
議
な
し
に
自
由
に
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
も
と
で
「
非
核
三
原
則
」
を
守

る
保
証
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

わ
が
党
議
員
の
質
問
に
対
し
て
、
岡
田
外
務
大
臣
は
、
三
月
一
〇
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
の
答
弁
で
、
「
（
米
国
政
府

に
よ
り
）
一
九
九
一
年
に
、
水
上
艦
船
及
び
攻
撃
型
潜
水
艦
を
含
む
米
海
軍
の
艦
船
及
び
航
空
機
か
ら
戦
術
核
兵
器
を
撤
去

す
る
旨
表
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
四
年
の
核
態
勢
見
直
し
の
結
果
と
し
て
、
水
上
艦
船
及
び
空
母
艦
載
機

か
ら
戦
術
核
兵
器
の
搭
載
能
力
を
撤
去
す
る
と
い
う
ふ
う
に
ア
メ
リ
カ
は
政
策
決
定
し
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
今
、

そ
う
い
っ
た
持
ち
込
み
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
な
い
と
い
う
ふ
う
に
我
々
は
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
述
べ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
米
国
政
府
が
一
九
九
四
年
に
お
こ
な
っ
た
核
兵
器
政
策
の
変
更
を
、
理
解
し
て
い
な
い
発
言
で
あ
る
。

イ

一
九
九
四
年
九
月
に
米
国
防
総
省
が
発
表
し
た
「
核
態
勢
の
見
直
し
」
（
Ｎ
Ｐ
Ｒ
）
で
は
、
「
水
上
艦
艇
に
核
兵
器
を

三



配
備
す
る
能
力
を
廃
棄
」
す
る
が
、
「
潜
水
艦
に
核
巡
航
ミ
サ
イ
ル
を
配
備
す
る
能
力
を
維
持
す
る
」
こ
と
を
明
記
し
て

い
る
。

ロ

二
〇
〇
八
年
九
月
、
ゲ
ー
ツ
国
防
長
官
と
ボ
ッ
ド
マ
ン
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
長
官
が
署
名
し
た
報
告
書
「
二
一
世
紀
に
お
け

る
国
家
安
全
保
障
と
核
兵
器
」
で
は
、
「
海
洋
発
射
核
巡
航
ミ
サ
イ
ル
か
ら
な
る
非
戦
略
核
戦
力
（
戦
術
・
戦
域
核
戦
力

の
こ
と
）
は
維
持
さ
れ
る
」
と
明
記
し
て
い
る
。

ハ

二
〇
〇
九
年
五
月
、
米
議
会
か
ら
委
託
さ
れ
た
「
米
国
の
戦
略
態
勢
に
関
す
る
議
会
委
員
会
」
の
最
終
報
告
は
、
「
ア

ジ
ア
に
お
い
て
は
、
拡
大
抑
止
は
若
干
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
級
攻
撃
型
原
潜
の
陸
地
攻
撃
核
巡
航
ミ
サ
イ
ル
（
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｍ
／

Ｎ
）
の
配
備
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
」
と
明
記
し
て
い
る
。

ニ

こ
の
一
〇
年
間
（
二
〇
〇
〇
年
〜
二
〇
〇
九
年
）
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
級
、
改
良
型
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
級
原
子
力
潜
水
艦
の

日
本
へ
の
寄
港
回
数
は
、
累
計
で
四
七
九
回
に
の
ぼ
る
。
二
〇
〇
九
年
だ
け
で
も
寄
港
回
数
は
四
二
回
に
の
ぼ
る
。

政
府
は
、
一
九
九
四
年
以
後
も
、
日
本
に
核
兵
器
搭
載
能
力
を
維
持
し
た
原
子
力
潜
水
艦
が
寄
港
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
認
め
る
か
。
そ
れ
を
否
定
す
る
と
い
う
な
ら
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。

さ
ら
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
級
の
攻
撃
型
原
潜
の
日
本
寄
港
は
、
今
年
一
月
、
二
月
に
も
繰
り
返
し
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
今

四



後
も
つ
づ
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
政
府
は
、
寄
港
す
る
原
子
力
潜
水
艦
に
核
兵
器
搭
載
能
力
を
維
持
し
た
も
の
が
含
ま
れ

て
い
な
い
こ
と
を
保
証
で
き
る
か
。
保
証
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

五


